
別 添 ９ 

一 頁 

○ 平 成 二 十 三 年 総 務 省 告 示 第 五 百 七 号 （ 無 線 設 備 規 則 別 表 第 一 号 注 34 の 規 定 に 基 づ く 構 内 無 線 局 等 の 無 線 設 備 に 指 定 す る 周 波 数 の 指 定 周 波 数 帯 を 定 め る 件 ）

の 一 部 を 改 正 す る 告 示 案 新 旧 対 照 表                                         （ 傍 線 部 分 は 改 正 箇 所 ） 

改  正  案 現     行 
2 特定小電力無線局 2 ［同左］ 
 周波数 指定周波数帯   周波数 指定周波数帯  
 ［略］ ［略］   ［同左］ ［同左］  
 433.92MHz 433.67MHz から 434.17MHz まで   433.92MHz 433.67MHz から 434.17MHz まで  
 916MHz 以上 928MHz 以下の周

波数のうち 916MHz に 200kHz
の整数倍を加えたもの 

指定する周波数の単位チャネル（中

心周波数が 916MHz 以上 928MHz
以下の周波数のうち 916MHz に

200kHz の整数倍を加えたものであ

って、帯域幅が 200kHz のチャネル

をいう。）の帯域幅 

     

 928.15MHz 以上 929.65MHz 以

下の周波数のうち 928.15MHzに
100kHz の整数倍を加えたもの 

指定する周波数の単位チャネル（中

心 周 波 数 が 928.15MHz 以 上

929.65MHz 以下の周波数のうち

928.15MHz に 100kHz の整数倍を

加えたものであって、帯域幅が

100kHz のチャネルをいう。）の帯域

幅 

     

 ［略］ ［略］   ［同左］ ［同左］  
  
6 920MHz 帯の周波数の電波を使用する陸上移動局 ［項を加える。］ 
 周波数 指定周波数帯   



二 頁 

 920.6MHz 以上 923.4MHz 以下

の周波数のうち 920.6MHz に

200kHz の整数倍を加えたもの 

指定する周波数の単位チャネル（中

心 周 波 数 が 920.6MHz 以 上

923.4MHz 以下の周波数のうち

920.6MHzに 200kHzの整数倍を加

えたものであって、帯域幅が

200kHz のチャネルをいう。）の帯域

幅 

  

  

附 則 

こ の 告 示 は 、 平 成 二 十 九 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 
 


